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船舶インシデント調査報告書 

 

平成２３年６月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２２年１１月１５日 １８時３０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬北東方沖 

対馬市舌埼灯台から真方位０３９°２９.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°０４.０′ 東経１２９°５２.０′） 

インシデント調査の経過 

 

 平成２２年１２月９日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十五福寿
ふくじゅ

丸、７５トン 

 ＹＧ２－７６１５（漁船登録番号）、株式会社野本水産 

 ２７.５０ｍ（Lr）×５.８０ｍ×２.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、６１７kＷ、平成元年７月２３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４８年１０月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年６月１４日 

  免状有効期間満了日 平成２７年６月２７日  

機関長 男性 ６０歳 

 五級海技士（機関）（履歴限定、機関限定） 

  免 許 年 月 日 平成５年３月１０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１９年６月１２日 

  免状有効期間満了日 平成２５年３月９日  

 死傷者等 なし 

 損傷  主機のクランク軸が折損 

インシデントの経過 

  

本船は、船長及び機関長ほか１０人が乗り組み、対馬北東方沖で底び

き網をえい
．．

網中、速力が通常の約３.６～３.７ノット（kn）から約

２.８kn に低下したことから、船長が、漁網に海底の泥が大量に入った

ものと思い、主機の機関回転数毎分（rpm）約５８０から約６２０rpm に

上げたところ、約３０分後の平成２２年１１月１５日１８時３０分ご

ろ、主機がゴンゴンという異音を発するようになった。 

 本船は、主機を停止して操業を打ち切り、僚船にえい
．．

航され、関門港

下関区に帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３、視程 約２Ｍ 

海象：波高 約１～１.５ｍ 
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 その他の事項  主機のクランク軸は、鍛鋼（ＳＦ６０）製で、ジャーナル部の直径が

２２５mm、クランクピン部の直径が１８５mmであった。 

本船は、航海中、主機を約６２０～７２０rpmで使用していた。 

本船は、従来からえい
．．

網中、主機を約４８０～５８０rpm として使用

し、漁網に大量の泥が入って速力が低下すると漁網を揚げることができ

なくなるので、主機の回転数を約６２０rpm まで上げて泥を排除するよ

うにしていた。 

本船は、平成１９年７月に定期検査を、平成２１年７月に第一種中間

検査を受検し、主機のピストン抜出し整備が行われ、クランクピンのカ

ラーチェック等が実施されたものの、主軸受の間隙及びクランクアーム

の開閉量（クランクデフレクション）の計測が行われていなかった。 

 本インシデント後の主機の点検により、４番及び５番主軸受締付けボ

ルトが伸び、４番クランクピン軸受に異物を噛み込んだ傷が多数発生

し、クランク軸が４番クランクピンのクランクアーム付根部で折損して

いた。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

なし 

あり 

なし 

本船は、対馬北東方沖でえい
．．

網中、速力が低

下した際、船長が漁網に泥が入ったものと思

い、泥を排除しようとして主機の回転数を上げ

たことから、主機のクランク軸に大きな曲げ及

びねじり応力を生じ、同応力が集中したクラン

クピンのクランクアームの付根部でクランク軸

が折損した可能性があると考えられる。 

クランク軸は、４番及び５番主軸受の間隙と

４番クランクピン部クランクデフレクションの

増大により発生していた亀裂が進行して折損し

た可能性があると考えられるが、その過程を明

らかにすることはできなかった。 

本船は、平成２１年の第一種中間検査で主機

を点検した際、主軸受の間隙及びクランクデフ

レクションの計測を行っていれば、主軸受の間

隙とクランクデフレクションの増加に気付き、

本インシデントの発生を回避できた可能性があ

ると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が対馬北東方沖でえい
．．

網中、船長が漁網に入

った泥を排除しようとして主機の回転数を上げたため、主機のクランク

軸に大きな曲げ及びねじり応力を生じてクランク軸が折損したことによ

り発生した可能性があると考えられる。 

 




